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第１条　名称
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯをめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ市民連絡会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ（通称：核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
連絡会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ）と称する。と称する。称す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第２条　所在地
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。所在地を次のとおりとする。の所在地を次のとおりとする。と称する。おりと称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
神奈川県川崎市（以下略）と称する。

第３条　目的
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを目的と称する。し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯその所在地を次のとおりとする。実現のために、以下の課題に協力して取り組の所在地を次のとおりとする。ために、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ以下の所在地を次のとおりとする。課題に協力して取り組に協力して取り組して取り組取り組り組
む。
1. 核兵器禁止条約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のの所在地を次のとおりとする。普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のと称する。完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のを含む核兵器廃絶のための世界的な制度のむ核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。ための所在地を次のとおりとする。世界的な制度の制度のの所在地を次のとおりとする。
構築と履行、ならびに核兵器禁止条約への日本の速やかな署名・批准と称する。履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯな制度のらびに核兵器禁止条約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のへの所在地を次のとおりとする。日本の所在地を次のとおりとする。速やかな署名・批准やかな制度の署名・批准

2. 核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯへの所在地を次のとおりとする。プロセスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小における安全保障政策上の核兵器の役割の縮小の所在地を次のとおりとする。核兵器の所在地を次のとおりとする。役割の縮小の所在地を次のとおりとする。縮小
3. 原子力して取り組の所在地を次のとおりとする。民生利用に対する核不拡散のための新しい手立てに対する核不拡散のための新しい手立てす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる核不拡散のための新しい手立ての所在地を次のとおりとする。ための所在地を次のとおりとする。新しい手立てしい手立て手立てて取り組
4. 北東アジアにおける地域的非核・平和のシステムの構築アジアにおける地域的非核・平和のシステムの構築の所在地を次のとおりとする。シスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小テムの構築の所在地を次のとおりとする。構築と履行、ならびに核兵器禁止条約への日本の速やかな署名・批准

第４条　事業とと称する。活動
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ前条の所在地を次のとおりとする。目的に向けた事業として、以下の活動を行う。けた事業とと称する。して取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ以下の所在地を次のとおりとする。活動を行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。
1. 定期的な制度の情報交換、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ意見交換
2. 政府および国会議員との意見交換会の開催および国会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議員との意見交換会の開催と称する。の所在地を次のとおりとする。意見交換会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。開催
3. 前条の所在地を次のとおりとする。目的に資する行動であって、会員が行うと決めた活動。例えば、以下のす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の動であって取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のうと称する。決めた活動。例えば、以下のめた活動。例えば、以下のえば、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ以下の所在地を次のとおりとする。
ような制度の活動。
①市民向けた事業として、以下の活動を行う。けの所在地を次のとおりとする。行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の動
②国会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議員との意見交換会の開催への所在地を次のとおりとする。働きかけきかけ
③国際的連携

活動にあたって取り組は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯその所在地を次のとおりとする。都度の適切な実行体制を組むこととする。な制度の実行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の体制を組むこと称する。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第５条　基本原則
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。活動に参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ第３条の所在地を次のとおりとする。目的に向けた事業として、以下の活動を行う。けて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ多様な団体・個人が幅広く連な制度の団体・個人が幅広く連が行うと決めた活動。例えば、以下の幅広く連く連連
携す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできるように、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ相互に尊重し協力し合う。に尊重し協力し合う。し協力して取り組し合う。う。

2. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。活動に参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯその所在地を次のとおりとする。活動におい手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ何人が幅広く連に対する核不拡散のための新しい手立てして取り組もその所在地を次のとおりとする。信条、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ社会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ的
身分、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ性別、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ性的指向けた事業として、以下の活動を行う。、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ人が幅広く連種、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ民族、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ障害の有無、年齢および学歴等の理由によりの所在地を次のとおりとする。有無、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ年齢および学歴等の理由によりおよび学歴等の理由によりの所在地を次のとおりとする。理由によりにより、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
差別や嫌がらせをしてはならない。が行うと決めた活動。例えば、以下のらせをして取り組はな制度のらな制度のい手立て。
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第６条　会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。目的に賛同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定し入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。を希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ本規約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のを承諾したうえで、所定したうえで、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ所定
の所在地を次のとおりとする。方法により入会を申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこにより入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこし込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこむ。その所在地を次のとおりとする。上の核兵器の役割の縮小で、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事の所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。合う。意により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯるこ
と称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

2. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催または団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
3. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ第７条で定める会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払わな制度のければな制度のらな制度のい手立て。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払を２年間連続で支払で支払わなければならない。会費を２年間連続で支払
わな制度のかった者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。資する行動であって、会員が行うと決めた活動。例えば、以下の格を失う。会費を支払えない特段の事情のある者は幹事を失う。会費を支払えない特段の事情のある者は幹事う。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払えな制度のい手立て特段の事情のある者は幹事の所在地を次のとおりとする。事情の所在地を次のとおりとする。ある者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は幹事
に連絡す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯるもの所在地を次のとおりとする。と称する。し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事はその所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下の議により特例えば、以下の措置を行うことができるを行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のうこと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

4. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯい手立てつでも、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事の所在地を次のとおりとする。うち１名以上の核兵器の役割の縮小に申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこし出て、退会することができる。退会て取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ退会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。退会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催であった最終年度のまでの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払うもの所在地を次のとおりとする。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

5. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の次のとおりとする。の所在地を次のとおりとする。い手立てずれかに該当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議にす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯるに至ったときには、第１１条に定める総会の決議にったと称する。きには、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ第１１条に定める総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下の議に
よって取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議に該会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催を除名す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。
①この所在地を次のとおりとする。規約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のへの所在地を次のとおりとする。重し協力し合う。大な違反をしたとき。な制度の違反をしたとき。をしたと称する。き。
②本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。つけ、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯまたは目的に反をしたとき。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の為をしたとき。をしたと称する。き。

6. 地方支部から構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれから構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれされる全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれな制度のどの所在地を次のとおりとする。場合う。、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ上の核兵器の役割の縮小部から構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ団体と称する。その所在地を次のとおりとする。構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ団体の所在地を次のとおりとする。それぞれ
が行うと決めた活動。例えば、以下の入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる場合う。には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯそれぞれが行うと決めた活動。例えば、以下の別個に入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこし込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこむこと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

7. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催である団体の所在地を次のとおりとする。構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ個人が幅広く連と称する。して取り組入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる場合う。には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ別個に入会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこ
し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこむこと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

8. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催でな制度のい手立てが行うと決めた活動。例えば、以下の本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。目的を理解し賛同する者は、幹事の過半数の合意によりし賛同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事の所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。合う。意により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
オブザーバーと称する。して取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでや会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議に参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連し意見を述べることがでべること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

9. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催または会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザーから、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯアドバイザーをおく連こと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。アドバイザー
の所在地を次のとおりとする。役割の縮小には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ活動に関わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含設定、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ情報収集、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ対する核不拡散のための新しい手立て外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザー発信に関わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる助言などが含な制度のどが行うと決めた活動。例えば、以下の含む核兵器廃絶のための世界的な制度の
まれる。アドバイザーは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。意見をふまえ、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すが行うと決めた活動。例えば、以下の学識経験者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連等の理由によりに要請すす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
るもの所在地を次のとおりとする。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第７条　会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ２０２４年度の以降、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ以下に定める年会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払を、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ前年度の末までに支払うまでに支払わなければならない。会費を２年間連続で支払う
もの所在地を次のとおりとする。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催　年３，０００円
団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催　年１０，０００円

第８条　会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ費を支払わなければならない。会費を２年間連続で支払収入および賛同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定金・寄付金等の理由によりその所在地を次のとおりとする。他の収入によるものとする。の所在地を次のとおりとする。収入によるもの所在地を次のとおりとする。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第９条　役員との意見交換会の開催
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯに、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ次のとおりとする。の所在地を次のとおりとする。役員との意見交換会の開催を置を行うことができるく連。
①共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請す　本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを対する核不拡散のための新しい手立て外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザー的に代表が学識経験者等に要請すす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。２名から５名程度の。うち１名を、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計担当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議に
の所在地を次のとおりとする。共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すと称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
②幹事　本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。運営全般を所掌する。２名から５名程度を所掌する。２名から５名程度す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。２名から５名程度の
③会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計係　本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。出て、退会することができる。退会納事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名を処理し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ帳簿、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ通帳を管理す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。１名
④監査役　本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計処理、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ資する行動であって、会員が行うと決めた活動。例えば、以下の産状況、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ業と務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名執行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の状況を監査す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。１名

2. 役員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯまたは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ員との意見交換会の開催である個人が幅広く連から、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ選任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
3. 役員との意見交換会の開催は総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯにおい手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。互に尊重し協力し合う。選により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ出て、退会することができる。退会席会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定意をもって取り組選任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
る。

4. 役員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。任する。期は１年と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
①ただし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ再任する。を妨げない。げな制度のい手立て。
②役員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ任する。期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならも後も後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければなら任する。者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連が行うと決めた活動。例えば、以下の就任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯるまでは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯその所在地を次のとおりとする。職務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名を果たさなければならたさな制度のければな制度のら
な制度のい手立て。
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③役員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の任する。期中にその職務を果たすことが困難になったときには、共同代表に申しにその所在地を次のとおりとする。職務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名を果たさなければならたす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯこと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下の困難になったときには、共同代表に申しにな制度のったと称する。きには、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すに申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこし
出て、退会することができる。退会て取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すの所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。承認により解任することができる。により解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。
④補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。により選任する。された役員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。任する。期は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ前任する。者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連の所在地を次のとおりとする。残任する。期間と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

5. 役員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の本規約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のに違反をしたとき。した場合う。、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯまたは本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。つける行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の為をしたとき。をした場合う。は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ総
会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。議決めた活動。例えば、以下のにより解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

6. 役員との意見交換会の開催に欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の出て、退会することができる。退会た場合う。、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すはその所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定意により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯが行うと決めた活動。例えば、以下の開催されるま
での所在地を次のとおりとする。暫定的な制度の後も後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければなら任する。者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連を選任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

第１０条　事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯに事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局をおく連。事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催による推薦に基づき、幹事が選任する。に基づき、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の選任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
2. 幹事は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局業と務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名を他の収入によるものとする。団体に委託することができる。この場合、その契約や履行す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。この所在地を次のとおりとする。場合う。、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯその所在地を次のとおりとする。契約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のや履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度の
につき、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事は総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯに報告する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第１１条　総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ年次のとおりとする。総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯおよび臨時総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯと称する。し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ以下の所在地を次のとおりとする。通り開催す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
①年次のとおりとする。総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ事業と年度の終了後も後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯみやかに開催す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
②臨時総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すの所在地を次のとおりとする。半数の合意により、入会するこ以上の核兵器の役割の縮小が行うと決めた活動。例えば、以下の必要と称する。認により解任することができる。めたと称する。きに開催す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

2. 年次のとおりとする。総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。招集は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請す２名以上の核兵器の役割の縮小が行うと決めた活動。例えば、以下の連名で行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。臨時総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。招集は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請す
の所在地を次のとおりとする。半数の合意により、入会するこ以上の核兵器の役割の縮小が行うと決めた活動。例えば、以下の連名で行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。い手立てずれの所在地を次のとおりとする。場合う。も、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。議長は、幹事の中から互選されは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事の所在地を次のとおりとする。中にその職務を果たすことが困難になったときには、共同代表に申しから互に尊重し協力し合う。選され
た１名が行うと決めた活動。例えば、以下のこれにあたる。

3. 会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯにおい手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ各々１箇の表決権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決の所在地を次のとおりとする。表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決を有す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は１会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の１箇の表決権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決の所在地を次のとおりとする。表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の
権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は１団体が行うと決めた活動。例えば、以下の１箇の表決権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決の所在地を次のとおりとする。表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の権を有する。個人会員は１会員が１箇の表決を有す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

4. やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項にな制度のい手立て理由によりの所在地を次のとおりとする。ため総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯに出て、退会することができる。退会席できな制度のい手立て会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯあらかじめ通知された事項にされた事項にに
つい手立てて取り組書面または電磁的方法をもって表決し、または表決を議長に委任することがまたは電磁的方法により入会を申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこをもって取り組表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下のし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯまたは表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下のを議長は、幹事の中から互選されに委任する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下の
できる。

5. 総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。２分の所在地を次のとおりとする。１以上の核兵器の役割の縮小の所在地を次のとおりとする。者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連が行うと決めた活動。例えば、以下の出て、退会することができる。退会席しな制度のければ、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議を開き議決めた活動。例えば、以下のす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。はでき
な制度のい手立て。但し書面または電磁的方法による表決書または議長への委任状をもって出席し書面または電磁的方法をもって表決し、または表決を議長に委任することがまたは電磁的方法により入会を申し込む。その上で、幹事の過半数の合意により、入会するこによる表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の書または議長は、幹事の中から互選されへの所在地を次のとおりとする。委任する。状をもって取り組出て、退会することができる。退会席
と称する。みな制度のす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯこと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

6. 総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯへの所在地を次のとおりとする。出て、退会することができる。退会席および総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯでの所在地を次のとおりとする。表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下のでは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定一人が幅広く連が行うと決めた活動。例えば、以下の個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催と称する。団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催を兼ねたり、ねたり、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定一人が幅広く連が行うと決めた活動。例えば、以下の複数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。団体を代表が学識経験者等に要請すしたりす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。はできな制度のい手立て。

7. 議案の決議は出席会員の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決すの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下の議は出て、退会することができる。退会席会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。過半数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。賛成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれでこれを決めた活動。例えば、以下のし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ可否同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。と称する。きは議長は、幹事の中から互選されの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下のす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
ると称する。ころによる。

8. 総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下の議事項におよび報告する。事項には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ次のとおりとする。の所在地を次のとおりとする。通りと称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
①規約の普遍化と完全履行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のの所在地を次のとおりとする。変更
②役員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。改選または解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により任する。。役員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。任する。期中にその職務を果たすことが困難になったときには、共同代表に申しに欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の出て、退会することができる。退会た場合う。の所在地を次のとおりとする。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。の所在地を次のとおりとする。選任する。
③会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連入および除名に関わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる事項に
④事業と報告する。及び決算、事業計画および予算び決めた活動。例えば、以下の算、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ事業と計画および予算および予算
⑤解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により散のための新しい手立て
⑥事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局の所在地を次のとおりとする。委託することができる。この場合、その契約や履行にかかわる事項に
⑦その所在地を次のとおりとする。他の収入によるものとする。必要と称する。認により解任することができる。めた事項に

第１２条　総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。議事録
1. 総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。議事につい手立てて取り組は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議長は、幹事の中から互選されが行うと決めた活動。例えば、以下の次のとおりとする。の所在地を次のとおりとする。事項にを記載した議事録を作成しなければならなした議事録を作成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれしな制度のければな制度のらな制度の
い手立て。
①日時および場所（オンラインを含む核兵器廃絶のための世界的な制度のむ）と称する。
②会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。現のために、以下の課題に協力して取り組在数の合意により、入会するこおよび出て、退会することができる。退会席者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連数の合意により、入会するこ（書面または電磁的方法をもって表決し、または表決を議長に委任することが表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連及び決算、事業計画および予算び表が学識経験者等に要請す決めた活動。例えば、以下の委任する。者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のむ）と称する。
③開催目的、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ審議事項におよび議決めた活動。例えば、以下の事項に
④議事の所在地を次のとおりとする。経過の所在地を次のとおりとする。概要およびその所在地を次のとおりとする。結果たさなければなら
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⑤議事録署名人が幅広く連の所在地を次のとおりとする。選任する。に関わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる事項に
2. 議事録には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議長は、幹事の中から互選されおよびその所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ議におい手立てて取り組選任する。された議事録署名人が幅広く連２名が行うと決めた活動。例えば、以下の署名また
は捺印しなければならない。しな制度のければな制度のらな制度のい手立て。

3. 議事録は総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯから３年間は事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名局が行うと決めた活動。例えば、以下の保管し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。請す求があったときは議事録を閲が行うと決めた活動。例えば、以下のあったと称する。きは議事録を閲
覧させなければならない。させな制度のければな制度のらな制度のい手立て。

第１３条　例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。活動にかかわる方針や実務事項は、会員に開かれた例会において検討し決定や実務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名事項には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催に開かれた例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯにおい手立てて取り組検討し決定し決めた活動。例えば、以下の定
す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

2. 例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の招集す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ月に１回の開催を原則とし、オンラインまたはの所在地を次のとおりとする。開催を原則と称する。し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯオンラインまたは
対する核不拡散のための新しい手立て面または電磁的方法をもって表決し、または表決を議長に委任することがで行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のわれ、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ適切な実行体制を組むこととする。な制度の形態を幹事が提案する。を幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の提案の決議は出席会員の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決すす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

3. 例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯには、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ員との意見交換会の開催および個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連できるほか、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ第６条８項にに定め
るオブザーバーや、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定９項にに定める会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザーの所在地を次のとおりとする。アドバイザーも参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

4. 団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催である１つの所在地を次のとおりとする。団体から例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯに参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる人が幅広く連数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。制限は設けない。ただし、幹は設けな制度のい手立て。ただし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹
事が行うと決めた活動。例えば、以下の特段の事情のある者は幹事の所在地を次のとおりとする。事情を認により解任することができる。めた場合う。にはこの所在地を次のとおりとする。限は設けない。ただし、幹りではな制度のい手立て。

5. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。活動にかかわる諸事項にの所在地を次のとおりとする。決めた活動。例えば、以下の定におい手立てて取り組は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯできるだけ議論により、異論、反により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ異論により、異論、反、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ反をしたとき。
対する核不拡散のための新しい手立て論により、異論、反を克服しコンセンサスを得るよう幹事が努力する。意見が分かれた場合の最終しコンセンサスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小を得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項にるよう幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の努力して取り組す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。意見が行うと決めた活動。例えば、以下の分かれた場合う。の所在地を次のとおりとする。最終
的な制度の判断は、共同代表がこれを行う。は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すが行うと決めた活動。例えば、以下のこれを行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。

6. 幹事は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。運営につい手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名担当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議に者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連に委託することができる。この場合、その契約や履行す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

第１４条　メーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがで
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでをもつ。この所在地を次のとおりとする。メーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催間の所在地を次のとおりとする。情報交換や
情報交換を密にし、例会における諸事項の検討や決定を補助する目的をもつ。にし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯにおける諸事項にの所在地を次のとおりとする。検討し決定や決めた活動。例えば、以下の定を補助す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる目的をもつ。

2. メーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の管理す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
3. メーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでには、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。構成される全国組織などの場合、上部団体とその構成団体のそれぞれ員との意見交換会の開催および個人が幅広く連会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催が行うと決めた活動。例えば、以下の参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連できるほか、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ第６
条８項にに定めるオブザーバーや、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定９項にに定める会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザーの所在地を次のとおりとする。アドバイザーも参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる
こと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

4. 団体会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催である１つの所在地を次のとおりとする。団体からメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでに参加する者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連できる人が幅広く連数の合意により、入会するこの所在地を次のとおりとする。制限は設けない。ただし、幹は設けな制度の
い手立て。ただし、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の特段の事情のある者は幹事の所在地を次のとおりとする。事情を認により解任することができる。めた場合う。にはこの所在地を次のとおりとする。限は設けない。ただし、幹りではな制度のい手立て。

5. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯを待つことのできない至急の諸事項について、メーリングリスト上のつこと称する。の所在地を次のとおりとする。できな制度のい手立て至ったときには、第１１条に定める総会の決議に急の諸事項について、メーリングリスト上のの所在地を次のとおりとする。諸事項にについ手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがで上の核兵器の役割の縮小の所在地を次のとおりとする。
議論により、異論、反により検討し決定し決めた活動。例えば、以下の定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。その所在地を次のとおりとする。際には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯできるだけ議論により、異論、反により、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ異
論により、異論、反、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ反をしたとき。対する核不拡散のための新しい手立て論により、異論、反を克服しコンセンサスを得るよう幹事が努力する。意見が分かれた場合の最終しコンセンサスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小を得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項にるよう幹事が行うと決めた活動。例えば、以下の努力して取り組す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。意見が行うと決めた活動。例えば、以下の分かれた場合う。
の所在地を次のとおりとする。最終的な制度の判断は、共同代表がこれを行う。は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請すが行うと決めた活動。例えば、以下のこれを行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。

6. 幹事は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小トや会議に参加し意見を述べることがでの所在地を次のとおりとする。運営につい手立てて取り組、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ事務を処理し、帳簿、通帳を管理する。１名担当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議に者は、第３条の目的に向けて、多様な団体・個人が幅広く連に委託することができる。この場合、その契約や履行す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯること称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

第１５条　声明
1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯが行うと決めた活動。例えば、以下の意見や意思を対外的に声明として出す場合には、例会またはメーリングリスを対する核不拡散のための新しい手立て外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザー的に声明と称する。して取り組出て、退会することができる。退会す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ場合う。には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ例えば、以下の会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯまたはメーリングリスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小
トや会議に参加し意見を述べることがでにおい手立てて取り組コンセンサスにおける安全保障政策上の核兵器の役割の縮小を得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項にたうえで、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。名におい手立てて取り組これを行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう。但し書面または電磁的方法による表決書または議長への委任状をもって出席し、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ時間
的余裕や性質上、これができないときは、会員の意見をふまえて共同代表名で行うや性質上の核兵器の役割の縮小、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯこれが行うと決めた活動。例えば、以下のできな制度のい手立てと称する。きは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。意見をふまえて取り組共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請す名で行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のう
こと称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

2. 性質上の核兵器の役割の縮小、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ適切な実行体制を組むこととする。な制度の場合う。には、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ賛同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。連名により対する核不拡散のための新しい手立て外から、アドバイザーをおくことができる。アドバイザー的な制度の声明を出て、退会することができる。退会す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯこ
と称する。が行うと決めた活動。例えば、以下のできる。

第１６条　事業と年度のおよび会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計年度の
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。事業と年度の及び決算、事業計画および予算び会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計年度のは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるまり、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ翌年３月３１日に終わる。

第１７条　剰余金の所在地を次のとおりとする。非分配
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1. 本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ剰余金の所在地を次のとおりとする。分配を行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のわな制度のい手立て。
2. 決めた活動。例えば、以下の算上の核兵器の役割の縮小剰余金を生じたと称する。きは、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ次のとおりとする。事業と年度のに繰り越すものとする。り越すものとする。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯもの所在地を次のとおりとする。と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第１８条　解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により散のための新しい手立て
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により散のための新しい手立てについ手立てて取り組は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯにおい手立てて取り組会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ員との意見交換会の開催の所在地を次のとおりとする。３分の所在地を次のとおりとする。２以上の核兵器の役割の縮小の所在地を次のとおりとする。承認により解任することができる。を得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項にな制度のければな制度のら
な制度のい手立て。

第１９条　残余財産の所在地を次のとおりとする。処分
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。解し賛同する者は、幹事の過半数の合意により散のための新しい手立て時に有す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる残余財産は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ総会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。議決めた活動。例えば、以下のにより、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。目的である第３条に
掲げる活動あるいは関連する核兵器廃絶のための活動を行っている非営利団体に譲げる活動あるい手立ては関わるテーマ設定、情報収集、対外発信に関する助言などが含連す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。ための所在地を次のとおりとする。活動を行を含む核兵器廃絶のための世界的な制度のって取り組い手立てる非営利団体に譲
渡する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。

第２０条　設立て年月日
本会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯの所在地を次のとおりとする。設立て年月日は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ２０１０年４月５日と称する。す日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯる。
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（付）と称する。
核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ日本NGO連絡会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ

共同し入会することを希望する者は、本規約を承諾したうえで、所定代表が学識経験者等に要請す 名簿
2024年 6月 6日現のために、以下の課題に協力して取り組在

足立て修一
（住所略）と称する。

伊藤和のシステムの構築子
（住所略）と称する。

大な違反をしたとき。久保賢一
（住所略）と称する。

川崎哲　※
（住所略）と称する。

田中にその職務を果たすことが困難になったときには、共同代表に申し煕巳
（住所略）と称する。

朝長は、幹事の中から互選され万左男
（住所略）と称する。

※は会は、核兵器廃絶をめざす日本ＮＧＯ市民連絡会（通称：核兵器廃絶日本ＮＧＯ計担当するに至ったときには、第１１条に定める総会の決議に
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